
「公益通報を理由とする不利益取扱いの立証責任」検討①
問題の所在（第3回公益通報者保護制度検討会(2024年7⽉8⽇)「公益通報を理由とする不利
益取扱い」の⽴証責任について（資料２）を参考にして）

普通解雇の場合、事業者側の反論として、
③解雇が公益通報を「理由として」⾏われたものでないこと
があげられている。

労働基準法89条3項は、就業規則の絶対的必要記載事項として「退職に関する事
由（解雇の事由を含む）」を挙げており、事業者は、解雇事由を就業規則に定
めなければならない。その解雇事由において、労働者側に起因する能⼒不⾜・
適格性⽋如・勤務態度不良・労働者の業務命令違反・職務遂⾏上の不適切⾏為
等が挙げられている。仮に、事業者がこれらの事由のうち、能⼒不⾜等を理由
とする解雇を⾏った場合には、同時に③についても⽴証することになり、通報
者が解雇権の濫⽤（労働契約法16条）により救済される可能性は⾼いといえよ
う。

他⽅、普通解雇と懲戒解雇は、いずれも事業者の解雇権の⾏使であるところ、
懲戒解雇の有効性の判断は、普通解雇よりも厳重な要件の下でなされる（最⼆
⼩判昭52･1･31集⺠120号23⾴)と解されていることから、より厳格な要件であ
る懲戒解雇の問題について、検討する。

(3) 公益通報のために必要な資料収集・持出し⾏為の免責
・具体的にどのような場合であれば、⺠事上及び刑事上免責することが許容さ
れるか、窃盗罪、横領罪、背任罪、不正アクセス禁⽌法違反、建造物侵⼊罪、
個⼈情報保護法違反などの犯罪の構成要件との関係を整理し、免責のための具
体的な要件や事業者の免責の必要性について、引き続き検討すべき。

（報告書16⾴参照）
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「公益通報を理由とする不利益取扱いの立証責任」検討②

懲戒解雇について、消費者庁作成の第3回公益通報者保護制度検討会(2024年7⽉8⽇)
「公益通報を理由とする不利益取扱い」の⽴証責任について（資料２）では、

懲戒解雇の場合、事業者の反論として、
③懲戒解雇が公益通報を「理由として」⾏われたものでないこと
の⽴証が必要であるとしている。

使⽤者が⾏う懲戒解雇については、就業規則上の根拠規定を要する（最三⼩判昭54・
10・30⺠集33巻6号647⾴、最⼆⼩判平成10・10・10集⺠211号1⾴等）。
通常、就業規則では、懲戒事由として、営業秘密（製造技術/設計情報、顧客リスト、
財務データ、⼈事労務情報、その他社指定の機密事項）などを業務外⽬的で社内資料
を持ち出した場合に懲戒することが明⽰されている。

従って、事業者側の反論③については、通報者が、公益通報のために必要な資料収
集・持出しを⾏った場合には、類型的に就業規則上の懲戒事由該当⾏為になる以上、
「事業者が⾼度の蓋然性を超える」⽴証がなされることになり、仮に事業者に⽴証責
任が転換されていても、事業者は、訴訟実務上転換された③の⽴証責任事実につき容
易に本証可能である。

今回の報告書で、公益通報のために必要な資料収集・持出し⾏為の免責について、引
き続き検討するとされた場合、通報者は、実務上は従前と同様に当該⾏為の正当性
（免責されるべきこと）を主張⽴証することが必要となる。
とすれば、通報者の資料持出し等についての免責の問題を早急に検討し、⼀定の結論
を出さない限り、通報者の⽴証上の負担は軽減されない可能性がある。

通報者の免責が認められた事例（福岡⾼裁宮崎⽀部判決平成14・7・2（判タ1121号
162⾴）、東京地判平成15･7･7(労判862号78⾴）等）
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「公益通報を理由とする不利益取扱いの立証責任」検討③

配置転換についての問題点
本報告書では、通報者において
④配置転換が公益通報を理由として⾏われたこと
を⽴証しなければならないとされる。
通報者において、④の要件を⾼度の蓋然性をもって⽴証することは以下の点から極めて
困難と考えられる。
1．業務上の必要性
東亜ペイント事件判決では、業務上の必要性について「労働⼒の適正配置、業務の能率
増進、労働者の能⼒開発、勤務意欲の⾼揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に
寄与する点が認められる限り」肯定されている。
（問題点）
• 事業者側は⼀般的な⼈事ローテーションとして配置転換を正当化することが容易
• 公益通報者に対する報復的な配置転換であっても業務上の必要性の外形を整えやすい
• 事業者の広範な裁量権が認められているため、公益通報を理由とする不利益な配置転
換の⽴証が困難

2．不当な動機・⽬的
• 事業者側に証拠が偏在している状況で、通報者が不当な動機・⽬的を⽴証することが
極めて困難

• 複数の動機が競合する場合の判断基準が不明確
3．通常⽢受すべき程度を著しく越える不利益
• 公益通報者であることを理由とする配置転換の場合、通常の配置転換とは質的に異な
る筈であるが、その判断基準が不明確

• 不利益性の考慮が必要配置転換後の職場環境の悪化など、⼼理的・精神的な不利益の
評価が困難

★配置転換については、権利濫⽤の認定のハードルが⾼く、救済が困難であり、何らか
の⽅法による⽴証責任の転換、推定規定の創設などが必要ではないか。

(3) 不利益な取扱いからの救済
・不利益な配置転換や嫌がらせ等、解雇・懲戒以外の不利益な取扱いについては、我が国
の労働関係法規における取扱いや雇⽤慣⾏などの変化も注視しつつ、⽴証責任の配分の在
り⽅について引き続き検討すべき。（報告書28⾴参照）
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